
主 催 静岡市中心市街地活性化協議会（事務局：静岡商工会議所）
お問合せ先 静岡商工会議所商工観光課 TEL：054-253-5113

中心市街地商店街空き店舗出店支援事業補助金のご案内

対象期間

対象エリア等

対象経費

申込方法

補助金額

令和８年６月１日～令和8年12月20日までの間で実施(支払完了)するもの （予算額に達し次第、受付終了）

空き店舗出店支援事業に係る、消費税を除いた改装費、備品購入費、広告宣伝費の経費
上記以外の経費や、補助金交付決定より前の発注、契約、支払いした経費は対象外

●静岡市中心市街地活性化区域（静岡地区・清水地区）に立地する対象の商店街 （詳細は下記連絡先にお問合せください）

●１商店街１件まで
●道路に面した1階店舗かつ補助金交付決定までに対象の空き店舗で開店していないこと

●補助率：補助対象経費の１/２以内
●上限額：80万円

対象事業

①商店街の賑わいやエリアの魅力向上、不足業種の補完等につながる出店事業
②商店街のコミュニティの活性化や新たな交流の創出等につながる出店事業
③その他、商店街や中心市街地の活性化に資する事業として認める事業

※上記のほか、対象事業には様々な条件があります。必ず事前に下記の問い合わせ先までご相談ください。

次のいずれかに当てはまる空き店舗出店事業（新規、複数店舗目は問わない）

申込書類（様式第１号～第5号 他）を作成の上、必要書類を持って下記受付窓口までご来所、ご提出ください。
具体的な申請方法は公式HPをご覧頂き、ご質問やご来所の予約は、下記お問合せ先までご連絡ください。

【制度内容】

中心市街地の活性化を促進する
ため、中心市街地活性化区域に
立地する商店街の空き店舗を
活用し、新たな事業を実施する
事業者等を支援します。

対象者

●商店街空き店舗出店事業を実施する中小企業者（法人、個人）及び団体
●商店街組合に加入する者
●商工会議所に加入し、経営支援を受ける者

公式HP



補助金申請から交付までのフロー

1 申請対象に該当するか要綱をチェック

２ 静岡商工会議所窓口で申請の相談

３ (※)申請に必要な書類の準備・作成

４ 商店街に説明し同意書(様式３）を取得

５ 申請書類を揃えて会議所に提出

６ 商工会議所で審査し、採択可否を決定

中心市街地対象エリア（静岡・清水)

７ 採択者には交付決定を通知
※不採択の場合の理由はお答えできません

８

９

10

11

12

補助事業を開始し、店舗をオープン

会議所に実績報告書を提出

期限内に補助事業の支払いを完了

報告書チェックし交付確定通知を交付

商工会議所に請求書を送付

＜静岡地域＞ ＜清水地域＞

⇒申請者 ⇒商工会議所

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください
静岡商工会議所 静岡事務所 TEL：054-253-5113
静岡商工会議所 清水事務所 TEL：054-353-3402

※具体的な必要書類は当所HP(右下QRコード)に掲載の
交付要綱をご確認頂くか会議所までご連絡ください。
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